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はじめに

Ⅰ　総　括

Ⅱ　調査概要

　本調査は、中小企業における労働事情（経営状況、労働時間、雇用環境、賃金など）を的確に把握し、適切
な労働対策を樹立することを目的に、昭和39年から毎年全国一斉に実施しています。本調査実施にあたっ
て、ご協力いただいた中小企業並びに関係者各位に、深く感謝申し上げます。本調査結果が労働事情の理解
の一助となり、今後の中小企業関係の皆様方のために多少なりとも寄与できれば幸いです。

◆経営状況は「良い」が増加、経営上の障害は「人材不足（質の不足）」が1位、 「人材不足（量の不足）」が2位

　平成30年7月1日の調査時点における経営状況は、「良い」23.5％、「悪い」27.3％で、前年に比べ、「良い」
が7.1ポイント増加し、「悪い」が1.7ポイント増加したが、「良い」と「悪い」の差は前年の9.2ポイントから3.8
ポイントに縮まった。
　一方で、経営上の障害は「人材不足（質の不足）」が48.1％で、前年に引き続き最も多く、次いで、「人材不
足（量の不足）」が36.6％で、前年の第４位から第２位へ浮上し、人材の確保が課題となっている。

◆長時間労働への対応は「人員の増員・配置見直し」が最多、同一労働同一賃金への対応は「定期昇給の実施」
「手当の支給」「賞与の支給」が最多

　長時間労働への対応として実施している（今後実施していこうとする）方策については、「人員の増員・配置
見直し」が35.3％と最も多く、同一労働同一賃金への対応として実施している（今後実施していこうとする）方
策については、「定期昇給の実施」「手当の支給」「賞与の支給」の3項目が24.6％と同率で最も多くなっている。

◆無期転換ルールの認知度は70.1％、対象者は28.7％、申込者は16.5％

　有期労働契約に関する無期転換ルールを「知っている」事業所は70.1％で、無期転換ルールの対象となる
従業員が「いる」事業所は28.7％あり、そのうち無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが「あった」事業
所は16.5％となっている。

◆平均昇給額、平均昇給率ともに３年ぶりに上昇。平均賃金は全国1位

　平成30年1月1日から7月1日の間の賃金改定の実施状況については、「引上げた」と回答した事業所が
55.6％で最も多く、前年の52.8％から2.8ポイント増加した。
　賃金改定（引上げ・引下げ・凍結）を実施した事業所の平均昇給額と平均昇給率は、平均昇給額が6,376
円（前年比＋972円）、平均昇給率は2.19％（同＋0.25ポイント）で、昇給額・昇給率ともに3年ぶりに上
昇し、平均賃金は、297,832円で全国で1位となっている。

◆調査時点：平成30年7月1日

◆調査方法
　製造業、非製造業の割合及び業種、従業員数規模の割合が一定に
なるように、神奈川県内の中小企業1,500事業所を任意に抽出し、
調査票を郵送する方式で実施した。
　郵送した業種別の割合は右表のとおり。

◆回答状況
　有効回答数：450通（回答率30.0％）
　回答事業所の従業員数規模、業種内訳の詳細は、【参考資料】「回答
事業所数の内訳」のとおり。

調査対象事業所業種別内訳

製 造 業
情報通信業
運 輸 業
建 設 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

合　　　計

業　種

55.3％
2.7％
10.0％
10.6％
5.4％
6.0％
10.0％

割　合

830
40
150
160
80
90
150

1,500

件　数
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Ⅲ　調査結果報告

従業員の構成について

１．常用労働者の男女別構成比

　常用労働者の男女別構成比は、男性74.3％（前年73.6％）、女性25.7％（同26.4％）となっている。依
然として、男性の割合が全国平均（男性70.1％、女性29.9％）と比べて高いが、業種別では、製造業で前年
（72.8％）より0.6ポイント減少した。

２．女性常用労働者比率

　常用労働者全体に占める女性の比率は、「10～20％未満」が27.6％（前年比＋0.6ポイント）と最も多く、
次いで、「30～50％未満」が18.4％（同＋0.6ポイント）、「20～30％未満」が15.6％（同－1.8ポイント）
の順となっている。「０％」の割合は、前年より1.4ポイント増加し7.6％となっており、従業員数規模別で
は「１～９人」の事業所において前年より5.7ポイント増加し、22.8 ％ となっている。
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３．従業員の雇用形態別構成比

　従業員の雇用形態別構成比についてみると、「正社員」の割合は68.4％（前年比－2.8ポイント）となって
いる。男女別では、男性81.2％（同＋0.7ポイント）、女性39.7％（同－7.2ポイント）であり、前年同様、
全国平均を下回っている。
　業種別でみると、製造業では「正社員」が71.6％ （同－0.7ポイント） 、次いで、「パートタイマー」が
16.3 ％ （同＋ 1.4ポイント） 、非製造業では「正社員」が64.6％ （同－ 4.8ポイント） 、次いで、「パート
タイマー」が22.1％ （同＋2.0ポイント）となっており、製造業、非製造業ともに、前年より「正社員」の割合
が減少し、「パートタイマー」の割合が増加している。

経営状況について

１．経営状況

　現在の経営状況は１年前と比べて、「良い」23.5％、「悪い」27.3％、「変わらない」49.2％となっている。
前年に比べ、「良い」（前年16.4％）が 7.1 ポイント増加、「悪い」（同25.6％）が 1.7 ポイント増加、 「変
わらない」 （同 58.1％）が 8.9 ポイント減少している。      
　業種別でみると、製造業では「良い」25.8％（前年17.7％）、「悪い」24.6％（同 25.2％）、「変わらない」
49.6％（同 57.1％）となっており、非製造業では「良い」20.4％（前年 14.4％）、「悪い」30.9％（同
26.1％）、「変わらない」48.7％（同 59.4％）となっている。
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２．主要事業の今後の方針

　現在行っている主要な事業の今後の方針についてみる
と、前年と同様「現状維持」が最も多く56.4％（前年比＋ 1.1
ポイント）、次いで、「強化拡大」が37.8％（同－1.0ポイン
ト）、「縮小」が5.2％（同＋ 1.7ポイント）、「その他」0.4％（同
－ 0.8ポイント）、 「廃止」0.2％（同－ 1.0ポイント）の順と
なっており、前年に比べ、「現状維持」の割合が増加している。

３．経営上の障害（３つ以内の複数回答）

　現在どのようなことが経営上の障害となっているかについては、「人材不足（質の不足）」が48.1％（前年
比－0.7ポイント）で前年と同様に最も多い。次いで、「労働力不足（量の不足）」36.6％（同＋7.0ポイント）、
「原材料・仕入品の高騰」27.9％（同＋7.9ポイント）、 「人件費の増大」26.3％（＋3.1ポイント）の順となっ
ている。前年４位であった「労働力不足（量の不足）」が２位に浮上しており、「人材不足（質の不足）」と併せて
人材の確保が課題であることが窺える。
　業種別でみると、前年に引き続き、製造業と非製造業いずれにおいても「人材不足（質の不足）」が最も多く、
製造業では48.6％（前年比＋1.2ポイント）、非製造業では47.3％（同－3.6ポイント）となっている。次
いで、製造業では「原材料・仕入品の高騰」34.7％（同＋10.0ポイント）、非製造業では「労働力不足（量の
不足）」 44.1％ （同＋5.8ポイント）となっている。
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経営上の障害（業種別の上位5位） （　　　）内は前年順位

４．経営上の強み（３つ以内の複数回答）

　経営上の強みについてみると、「製品・サービスの独自性」が30.5％（前年比+2.3ポイント）で最も多く、
次いで、 「製品の品質・精度の高さ」 29.6％ （同 +1.4ポイント）、 「顧客への納品・サービスの速さ」27.5％
（同 -3.6ポイント）の順となっている。
　業種別でみると、製造業では、「製品の品質・精度の高さ」が40.8％（前年比 +2.6ポイント）で、神奈川
県平均（29.6％）を大きく上回り最も多く、次いで、「製品・サービスの独自性」35.2％（同 +3.7ポイント）、
「技術力・製品開発力」29.6％ （同 +0.5ポイント）の順となっている。非製造業では、「組織の機動力・柔
軟性」30.1％（同 +4.4ポイント）が最も多く、次いで、「顧客への納品・サービスの速さ」29.6％（同 -2.7
ポイント）、「製品・サービスの独自性」24.2％（同 +0.4％）の順となっている。

順位

1

2

3

4

5

4

4

非製造業製造業神奈川県全体

人材不足（質の不足）（同）

労働力不足（量の不足）（4）

原材料・仕入品の高騰（圏外）

人件費の増大（5）

販売不振・受注の減少（2）

人材不足（質の不足）（同）

原材料・仕入品の高騰（3）

労働力不足（量の不足）（圏外）

販売不振・受注の減少（2）

人件費の増大（圏外）

納期・単価等の取引条件の厳しさ（圏外）

人材不足（質の不足）（同）

労働力不足（量の不足）（3）

人件費の増大（4）

販売不振・受注の減少（5）

同業他社との競争の激化（2）
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従業員の労働時間について

１．週所定労働時間

　従業員の週所定労働時間は、「40時間」が52.7％（前年比＋2.8ポイント）と最も多く、次いで、「38時間

超40時間未満」が22.5％（同－0.4ポイント）となっている。
　「40時間超44時間以下」の割合についてみると、従業員数規模別では、「１～９人」の事業所が13.6％と
前年同様最も多いが、前年の16.5％より2.9ポイント減少している。また、「10～29人」の事業所でも5.6％
と前年の5.9％より0.3ポイント減少している。
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２．月平均残業時間

　平成29年の従業員１人当たりの月平均残業時間（時間外労働・休日労働）は、15.11時間となっている。
前年（平成28年）の14.69時間より0.42時間の増加、前前年（平成27年）の14.46時間より0.65時間の増加
であり、3年連続の増加となり、おおよそ「人材不足」が背景にあるものと推測される。
　業種別でみると、製造業で14.53時間、非製造業で15.93時間と、依然として非製造業が製造業を上回って
いる。製造業で前年の13.13時間より1.40時間増加しているのに対し、非製造業では前年の16.95時間よ
り1.02時間減少している。
　従業員数規模別でみると、「１～９人」の事業所では10.70時間であり、前年の8.36時間より2.34時間増加し
ているのに対し、「30～99人」の事業所では16.07時間であり、前年の18.14時間より2.07時間減少している。

従業員の有給休暇について

　従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数は、「15～20日未満」が53.0％（前年53.9％）と最も
多く、次いで、「20～25日未満」20.4％（同21.3％）、「10～15日未満」17.3％（同16.5％）の順となっ
ており、神奈川県の平均付与日数は16.23日（全国平均15.74日）である。
　平均取得日数は、「5～10日未満」が39.0％（前年37.9％）と最も多く、次いで、「10～15日未満」
35.1％（同31.2％）、「５日未満」16.5％（同18.1％）の順となっている。神奈川県の平均取得日数は8.54
日（全国平均7.64日）である。
　平均取得率は、「50～70％未満」が33.9％（前年30.4％）と最も多く、次いで、「70～100％」26.4％（同
29.3％）、「30～50％未満」22.2％（同22.1％）の順となっている。神奈川県の平均取得率は54.41％（全
国平均51.16％）である。
　また、業種別でみると、製造業では平均取得率55.51％（前年56.39％）、非製造業52.95％（同53.05％）
となっており、従業員規模別でみると、「10～29人」の事業所が55.69％（前年52.07％：4位）で最も多
くなっている。 なお、前年の最多は「１～９人」の事業所において62.90％であった。
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新規学卒者の採用について

１．平成30年3月新規学卒者の採用計画

　平成30年３月の新規学卒者採用計画は、神奈川県全体では「あった」が23.2％、「なかった」が76.8％と
なっており、採用計画のあった事業所は、前年に引き続き全国平均の21.4％を上回っている。

２．平成30年3月新規学卒者の採用充足率および採用人数

　採用充足率では、最も高かったのは「短大卒（含高専）：技術系」（90.0％）で、次いで、「専門学校卒：技術
系」（87.5％）、「高校卒：事務系」（85.7％）、「大学卒）：事務系」（73.5％）の順となっている。
　平均採用人数では、「大学卒：事務系」（2.40人）が最も多く、次いで、「大学卒：技術系」（2.32人）、 「高校卒：
技術系」（1.97人）の順となっている。
　採用種別でみると、技術系では、すべての学卒別において平均採用人数が全国平均を上回っており、事務
系では、「大学卒」のみが2.40人で、全国平均（1.95人）を上回っている。

枠内左が採用充足率、右が採用人数。（　　）内は前年度の値

３．平成30年3月新規学卒者の初任給

　平成30年３月新規学卒者の平均初任給額（加重平均：採用者１人当たり）は、技術系では「大学卒」が

209,713円と最も高く、全国平均201,166円と比べても8,547円高い。事務系でも、技術系と同じく「大
学卒」が200,955円と最も高いが、全国平均195,903円との差は5,052円であり、技術系を下回っている。
　業種別でみると、事務系の「短大卒（含高専）」において、製造業では167,000円となっており、前年の
210,000円より43,000円減少しており、非製造業では211,200円となっており、前年の175,180円よ
り36,020円上昇している。

高校卒

神奈川県 製造業 非製造業

技術系

高校卒

専門学校卒

短大卒（含高専）

大学卒

全　　国

神奈川県

事務系

全　　国

神奈川県

専門学校卒 短大卒（含高専） 大学卒

技術系 技術系 技術系事務系 事務系 事務系
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４．平成31年3月の新規学卒者の採用計画

　平成31年３月の新規学卒者の採用計画
は、「ある」28.1％、「ない」55.7％、「未定」
16.3％となっている。採用計画が「ある」
と回答した事業所の割合は前年（25.2％）
に比べ2.9ポイント上昇したが、全国平均
（28.3％）と比べると0.2ポイント低くなっ
ている。
　従業員数規模別では、「ある」の割合は従業
員の規模が大きくなるごとに上昇し「100～
300人」の事業所で75.0％となっている。
　業種別では、製造業で27.2％と全国平均
より下回っているが、非製造業では29.3％
となっており、全国平均よりも上回っている。

長時間労働、同一労働同一賃金への対応について

１．長時間労働への対応（複数回答）

　長時間労働への対応として実施している（今後実施していこうとする）方策については、「人員の増員・
配置見直し」35.3％、次いで、「時間外労働の是正・削減」34.1％、「業務内容見直し・業務分担見直し」
32.7％、「年次有給休暇取得促進」22.1％の順となっている。業種別にみてもほぼ同様の順となっている。
　「長時間労働はない」と回答した事業所は15.7％で、全国平均の19.8％と比べ4.1ポイント低くなってい
る。なお、従業員数規模別でみると、「１～９人」の事業所において23.7％と最も多く、全国平均よりも3.9
ポイント高くなっている。
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２．同一労働同一賃金への対応（複数回答）

　同一労働同一賃金への対応として実施している（今後実施していこうとする）方策については、「定期昇給
の実施」「手当の支給」「賞与の支給」の３つの項目が24.6％と同率で１位となっている。
　次いで、「対象となる従業員はいない」22.7％、「休暇の取得」15.5％の順となっている。なお、「対象
となる従業員はいない」と回答した事業所について業種別にみると、製造業では17.2％であり、全国平均
（25.3％）より下回っているが、非製造業では30.1％であり、神奈川県の平均を7.4ポイント、全国の平
均を4.8ポイント、それぞれ上回っている。

★同一労働同一賃金とは？

　同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労
働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指す
もの。
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有期労働契約に関する無期転換ルールについて

１．無期転換ルールの認知状況について

　労働契約法の改正により、平成25年4月から導入されている有期労働契約に関する無期転換ルールの
認知状況は「知っていた」が70.1％（平成27年調査54.5％）、「知らなかった」が29.9％（平成27年調査
45.5％）となっている。
　前回調査した平成27年調査と比較すると、平成27年調査では「知っていた」が54.5％であったのに対し、
今回の平成30年調査では「知っていた」が70.1％であり、認知度は15.6ポイント上回っている。
　「知らなかった」と回答した事業所の従業員数規模別でみると、「10～29人」の事業所では9.2％（平成27
年調査18.4％）、「30～99人」の事業所では3.4％（平成27年調査7.2％）と前回調査よりも半数程度ポイン
トが減少し、認知度が上がってきたことが窺える。
　「知っていた」を業種別でみると、製造業では「機械器具」が89.8％、非製造業では「情報通信業」が94.4％
と最も多くなっている。
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２．無期転換ルールの対象者の有無

　無期転換ルールの対象者の有無について、「いる」との回答した事業所は、28.7％（全国18.5％）、「いな
い」と回答した事業所は71.3％ （全国81.5％）となっている。
　業種別では、対象者が「いる」事業所は、製造業では29.8％、非製造業では27.2％となっている。

３．無期転換ルールの申込みの有無

　無期転換ルールの対象者が「いる」と回答した事業所のうち、対象者から無期転換ルールに基づく申込みが
「あった」が16.5％（全国13.4％）、「現時点ではない」が83.5％（全国86.6％）であった。
　業種別では、申込みが「あった」事業所は、製造業では18.7％、非製造業では13.5％となっている。
　なお、従業員数規模別で申込みが「あった」事業所についてみると、「100～300人」の事業所で35.3％、
次いで、「30～99人」の事業所で21.3％となっており、規模の大きい事業所ほど申込率が高くなっている。

★無期転換ルールとは？

　有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めない労働
契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始
した有期労働者が対象です。 （労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

＜対象となる労働者＞
　原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象で
す。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

（出典：厚生労働省　リーフレット　はじまります。「無期転換ルール」　より抜粋）
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【参考】

順位

順位

順位

順位

ー
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

23
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44
45
46

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40
41
41
43
44
45
46

全国
福井県
愛媛県
長野県
岩手県
青森県
佐賀県
大阪府
岡山県
広島県
神奈川県
兵庫県
鹿児島県
東京都
三重県
群馬県
滋賀県
秋田県
熊本県
香川県
新潟県
京都府
千葉県
静岡県

全国
福井県
高知県
静岡県
岡山県
長野県
岩手県
鳥取県
秋田県
大分県
大阪府
群馬県
神奈川県
富山県
熊本県
石川県
北海道
東京都
宮城県
徳島県
愛媛県
島根県
兵庫県
香川県

奈良県
山梨県
岐阜県
沖縄県
北海道
大分県
石川県
愛知県
長崎県
鳥取県
茨城県
島根県
福島県
福岡県
高知県
富山県
徳島県
和歌山県
山形県
山口県
宮崎県
埼玉県
宮城県

青森県
愛知県
山梨県
奈良県
広島県
山形県
福島県
新潟県
鹿児島県
長崎県
千葉県
滋賀県
京都府
三重県
埼玉県
山口県
佐賀県
和歌山県
福岡県
岐阜県
宮崎県
沖縄県
茨城県

都道府県名

都道府県名

都道府県名

都道府県名

あった

知っていた

あった

知っていた

無期転換ルールの申込みの有無（県別）※栃木県を除く （単位：％）

（単位：％）無期転換ルールの認知度（県別）※栃木県を除く
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賃金改定について

１．賃金改定の実施状況

　平成30年1月1日から7月1日の間の賃金改定の実施状況は、「引上げた」事業所が55.6％と最も多く、前
年（52.8％）を2.8ポイント上回っている。
　業種別では、「引上げた」事業所が、製造業では61.3％あり、前年（59.6％）より1.7ポイント増加し、非
製造業では47.9％あり、前年（43.0％）より4.9ポイント増加している。
　従業員数規模別では、「引上げた」事業所は、「30～99人」の事業所で68.7％（前年67.2％）と最も多く、
次いで、 「100～300人」の事業所66.7％（同68.3％）、「10～29人」の事業所56.9％（同49.6％）の順となっ
ている。

２．賃金改定の内容

　　賃金改定（引上げ・７月以降引上げ予定）の内容は、「定期昇給」62.7％、次いで、「基本給の引上げ（定
期昇給制度のない事業所）」28.2％、「ベースアップ」22.6％、「諸手当の改定」14.7％、「臨時給与（夏季・
年末賞与など）の引上げ」11.9％の順となっている。
　業種別でみても、「定期昇給」が最も多く、製造業で63.6％（前年比 -5.5ポイント）、非製造業で60.9％（同
+5.5ポイント）となっている。
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３．賃金改定の決定要素（複数回答）

　今年の賃金改定の決定の際に、どのような要素を重視したかについては「企業の業績」が最も多く、
63.6％（前年65.7％・2.1ポイント減）、次いで、「労働力の確保・定着」が51.8％（同53.5％・1.7ポイ
ント減）の順となっている。
　業種別でみると、製造業では「企業の業績」が70.7％（同71.3％・0.6ポイント減）で最も多くなってい
るのに対し、非製造業では「労働力の確保・定着」が57.1％（同60.9％・3.8ポイント減）となっている。

４．平均昇給額と平均昇給率

　賃金改定（引上げ・引下げ・凍結）を実施した事業所に
おける平均昇給額と平均昇給率（加重平均：対象者１
人当たり）は、平均昇給額6,376円、平均昇給率2.19％
で、前年を972円、0.25ポイント上回っている。
　業種別でみると、平均昇給額は業種によってばらつ
きがあるが、製造業では、その他製造業（パルプ、紙・
紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・毛皮、
その他の製造業）が8,772円、非製造業では、建設業が
7,009円となっており、製造業、非製造業ともに、神

奈川県全体の平均をそれぞれ上回る結果となっている。

全　　国

神奈川県

製 造 業

非製造業

1～ 9人

10～ 29人

30～ 99人

100～ 300人

業
種

規
模
別

　  平均昇給額と平均昇給率〈加重平均〉  （　）内は前年比

製
造
業

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・ 木 製 品

印 刷・ 同 関 連

窯 業・ 土 石

化 学 工 業

金 属・ 同 製 品

機 械 器 具

そ の 他

情 報 通 信 業

運 輸 業

建 設 業

卸 売 業

小 売 業

サ ー ビ ス 業

非
製
造
業

業種別の平均昇給額〈加重平均〉
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　都道府県別でみると、神奈川県の平均賃金は297,832円で、全都道府県中１位となっている。

都道府県別（栃木県を除く）の平均賃金〈加重平均〉 （単位：円）

順位 順位

ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

全国

神奈川県

埼玉県

千葉県

東京都

大阪府

愛知県

三重県

福井県

滋賀県

京都府

岐阜県

奈良県

山梨県

兵庫県

静岡県

長野県

群馬県

山口県

和歌山県

富山県

石川県

広島県

愛媛県

香川県

北海道

福岡県

岡山県

新潟県

宮城県

茨城県

長崎県

徳島県

高知県

鹿児島県

熊本県

青森県

宮崎県

佐賀県

島根県

福島県

岩手県

沖縄県

秋田県

鳥取県

大分県

山形県

都道府県名 都道府県名平均賃金 平均賃金
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【参考資料】

回答事業所数の内訳

全 国

神 奈 川 県

製 造 業 　 計

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・ 木 製 品

印 刷・ 同 関 連

窯 業 ・ 土 石

化 学 工 業

金 属・ 同 製 品

機 械 器 具

そ の 他

非 製 造 業　 計

情 報 通 信 業

運 輸 業

建 設 業

総 合 工 事 業

職 別 工 事 業

設 備 工 事 業

卸 ・ 小 売 業

卸 売 業

小 売 業

サ ー ビ ス 業

対事業所サービス業

対 個 人 サ ー ビ ス 業

事業所数 1～9人
1～4人 5～9人

10～29人 30～99人 100～
300人

上段：実数合計
下段：平均値
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31 2

231-0015
5-80 9

TEL 045-633-5134 FAX　045-633-5139 
URL https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/ 

■神奈川県中小企業団体中央会とは・・・
　中小企業等協同組合法に基づき設置された機関で、主に県内の
協同組合や中小企業連携の支援機関として活動している団体です。
　現在、約 900 団体の会員組織で構成されており、協同組合等の
設立、巡回相談、情報提供、行政機関等への建議・陳情など様々に
事業展開しております。
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